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（目的）
第１条　この告示は、吉富町に所在する医療機関、調剤薬局、介護サービス事業所及び障害福祉サービス等事業所（以下「対象施設」という。）における人材の定着及び安定したサービス提供の確保を図るとともに、町内への定住の促進に資するため、対象施設において町が定める期間継続して雇用された職員に対し、予算の範囲内において吉富町医療・介護・福祉人材定着定住補助金（以下「補助金」という。）を交付するにあたり、吉富町補助金等交付規則（平成９年規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　医療機関　医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基づく病院及び診
療所（歯科診療所を含む。）をいう。
（２）　調剤薬局　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく薬局をいう。
（３）　介護サービス事業所　介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく介護サービス事業所をいう。
（４）　障害福祉サービス等事業所　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく障害福祉サービス事業所をいう。
（５）　正規職員　期間の定めのない雇用契約で勤務している者をいう。
（６）　非正規職員　期間の定めのある雇用契約で勤務している者をいう。
（交付対象者）
第３条　補助金の交付対象者は、雇用の日から引き続き３年間勤務し、継続して４年目以降も勤務する意思のある者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、同一法人内の異動であっても、町外に所在する対象施設へ異動した者を除く。
（１）　町税等の滞納がない者
（２）　吉富町暴力団排除条例（平成２２年条例第３号）第２条第２号に規定
する暴力団員でない者又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
（３）　その他町長がこの告示による補助金の交付を受けることが適当でない
と認める者
（補助金の額等）
第４条　補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
（１）　正規職員　５０，０００円
（２）　非正規職員　３０，０００円
２　補助金の交付は、１人につき１回限りとする。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに、吉富町医療・介護・福祉人材定着定住補助金交付申請書兼請求書（別記様式第１号）（以下「交付申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
（１）　雇用・勤務証明書
（２）　振込先口座が確認できる書類
（３）　その他町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、吉富町医療・介護・福祉人材定着定住補助金交付決定（却下）通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するとともに、決定した補助金を申請者に交付するものとする。
（補助金の交付方法）
第７条　補助金は、補助金額の２分の１を交付申請のあった日の属する月の６か月後までに、残額を前に交付した月から６か月後の２期に分けて交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第８条　町長は、偽りその他不正な行為によって補助金の支払を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、吉富町医療・介護・福祉人材定着定住補助金交付決定取消通知書（別記様式第３号）により当該交付決定者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第９条　町長は、前条の規定に基づき補助金の一部又は全部の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、吉富町医療・介護・福祉人材定着定住補助金返還請求通知書（別記様式第４号）により、期限を定めて、その返還を交付決定者に請求するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
（検査等）
第１０条　町長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めるときは、対象施設に対し、申請書類に基づき、調査することができる。
（その他）
第１１条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
（この告示の失効）
２　この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき既に行われた交付手続については、同日後もなおその効力を有する。
